
 

 

 神戸市教職員表彰規則等の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和８年３月24日  

神戸市教育委員会   

教育長 福本  靖   

神戸市教育委員会規則第12号  

   神戸市教職員表彰規則等の一部を改正する規則  

（教職員表彰規則の一部改正）  

第１条 神戸市教職員表彰規則（昭和24年２月教育委員会規則第13号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

第１条  教育長は、教育委員会が次の

各号のいずれかに該当し、適当であ

る と 認 め た 本 市 の 教 職 員 又 は 学 校

園、課、係、その他教職員で構成され

る団体を表彰する。  

 

 

 (1)、 (2) ［略］  

第１条 教育長は、教育委員会が次の

各号のいずれかに該当し、適当であ

ると認めた教職員（神戸市職員表彰

規則（昭和 45 年 10 月規則第 95 号）

第２条の教職員をいう。以下同じ。）

又は学校園、課、係、その他教職員で

構成される団体を表彰する。  

 (1)、 (2) ［略］  

第３条 表彰は、随時行う。 第３条 表彰は随時行う。  

（公職選挙法による市立学校の設備の使用に関する規則の一部改正）  



 

 

第２条 公職選挙法による市立学校の設備の使用に関する規則（昭和25年５月教

育委員会規則第37号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

第１条 公職選挙法（昭和 25 年法律第

100 号。以下「法」という。）による

市立学校の設備の使用については、

法令の定めによるほか、この規則の

定めるところによる。  

第１条  公職選挙法による市立学校の

設備の使用については、法令の定め

によるの外は、この規則の定めると

ころによる。 

第２条 公職選挙法施行令（昭和 25 年

政令第 89 号。以下「令」という。）

第 119 条の規定によってする設備の

程度及び令第 121 条の規定による費

用の額は、選挙の都度これを定める。 

第２条 公職選挙法施行令（以下「令」

という。）第 119条の規定によつてす

る設 備 の 程度 及 び 令第 121条 の規 定

による費用の額は、選挙の都度これ

を定める。 

 第３条 令第117条の規定により、個人

演説会の施設を使用することができ

ないかどうかを決定した時は、第１

号様式により選挙管理委員会及びそ

の通知に係る候補者に通知する。  

 第４条  前条により使用できる旨の通

知をした時は、第２号様式により直



 

 

ちにその旨を学校長に通知するもの

とする。 

第３条 令第 117 条の規定により施設

を 使 用 で き る 旨 の 通 知 を 受 け た 者

は、法第 164 条に該当する場合を除

き前条で定めた費用をその使用の前

２日までに教育委員会に納付しなけ

ればならない。 

第５条  第３条により施設を使用でき

る旨の通知を受けた者は、法第164条

に該当する場合を除き第３条により

定めた費用を其の使用の前２日迄に

教育委員会に納付しなければならな

い。 

第４条  神戸市立学校施設目的外使用

規則（昭和 42年 10月教育委員会規則

第10号）第12条から第14条までの規

定は、この規則により市立学校の設

備 を 使 用 す る 場 合 に つ い て 準 用 す

る。 

第６条  神戸市立学校施設目的外使用

規則第５条及び第 11条、第 12条並び

に第 15条乃至第 18条の規定は、この

規則により市立学校の設備を使用す

る場合には、これを準用する。 

第５条 ［略］ 第７条 ［略］ 

（職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正）  

第３条 職務に専念する義務の特例に関する規則（昭和 27年 12月教育委員会規則

第27号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

 （この規則の目的）   （この規則の目的）  



 

 

第１条  この規則は、職員の職務に専

念する義務の特例に関する条例（昭

和 26年３月条例第 13号）第２条第２

項の規定により読み替えて適用され

る 同 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 定 に 基 づ

き、地方公営企業等の労働関係に関

する法律（昭和27年法律第289号）附

則第５項に規定する職員（以下「職

員」という。）の職務に専念する義務

の特例について定めることを目的と

する。 

第１条 この規則は、職務に専念する

義務の特例に関する条例（昭和26年

３月条例第13号）第２条第２項の規

定により読み替えて適用される同条

第１項第４号の規定に基き、地方公

営 企 業 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律

（昭和27年法律第289号）附則第４項

に規定する職員（以下「職員」とい

う。）の職務に専念する義務の特例に

ついて定めることを目的とする。  

（職務に専念する義務の免除を受け

ることができる場合）  

第２条  職員が職務に専念する義務を

免除される場合は、次の各号に掲げ

る場合とする。 

 (1)～ (11) ［略］  

(12) 教育委員会の許可を受けて営

利企業に従事する場合であって、

当該企業の業務のため勤務時間を

さくことを教育委員会がとくに承

認する場合（自ら営利を目的とす

る私企業を営む場合を除く。）  

(13)～ (23) ［略］  

（職務に専念する義務の免除を受け

ることができる場合）  

第２条  職員が職務に専念する義務を

免除される場合は、次の各号に掲げ

る場合とする。 

 (1)～ (11) ［略］  

(12) 任命権者の許可を受けて営利

企業に従事する場合であつて、当

該企業の業務のため勤務時間をさ

くことを任命権者がとくに承認す

る場合（自ら営利を目的とする私

企業を営む場合を除く。）  

(13)～ (23) ［略］  

（学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則の一部改正）  

第４条 神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則（昭和28年７月教育委

員会規則第９号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及



 

 

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

 （就学予定者の就学通知）   （就学予定者の就学通知）  

第６条  区の長は、所轄地域に住所を

有する就学予定者の保護者に対し、

所定の小学校入学通知書又は中学校

入学通知書をもって、入学期日及び

指定学校を１月末日までに通知する

ものとする。この場合において小学

校又は義務教育学校の前期課程から

中学校又は義務教育学校の後期課程

へ就学する予定者については、第 14

条第２項の規定による卒業予定者名

簿を参照するものとする。通知をし

たのち、就学予定者が所轄地域に転

入したときもまた同様とする。ただ

し、この場合における通知は、すみや

かに行うものとする。  

 

２  前項の規定は、第 10条第１項の届

出のあった就学予定者については、

適用しない。 

第６条  区の長は、所轄地域に住所を

有する就学予定者の保護者に対し、

小学校入学通知書（様式第１号）又は

中学校入学通知書（様式第１号の２）

をもつて、入学期日及び指定学校を

１ 月 末 日 ま で に 通 知 す る も の と す

る。この場合において小学校又は義

務教育学校の前期課程から中学校又

は義務教育学校の後期課程へ就学す

る予定者については、第 14条第２項

の規定による卒業予定者名簿を参照

するものとする。通知をしたのち、就

学予定者が所轄地域に転入したとき

もまた同様とする。ただし、この場合

における通知は、すみやかに行うも

のとする。 

２  前項の規定は、第 10条第１項の届

出のあつた就学予定者については、

適用しない。 



 

 

３  ［略］  ３  ［略］  

 （転入等による就学の通知）   （転入等による就学の通知）  

第８条  区の長は、児童生徒が所轄地

域に転入したとき、所轄地域内で校

区を異にして転居したとき等には、

所定の転入学通知書又は編入学通知

書を保護者に送付し、指定学校を通

知するとともに、指定学校の校長に

就学予定者の氏名等を通知するもの

とする。 

２  ［略］ 

第８条  区の長は、児童生徒が所轄地

域に転入したとき、所轄地域内で校

区を異にして転居したとき等には、

転入学通知書（様式第２号）又は編入

学通知書（様式第２号の２）を保護者

に送付し、指定学校を通知するとと

もに、指定学校の校長に就学予定者

の氏名等を通知するものとする。  

２  ［略］  

（学校の新設、廃止及び校区の変更

等による就学の通知）  

（学校の新設、廃止及び校区の変更

等による就学の通知）  

第８条の２ ［略］  

２  指定学校を変更する必要が生じた

児童生徒の在籍する学校の校長が、

その保護者に対して転学の案内をし

たときは、第１条の２の規定にかか

わらず、前項の規定による就学の通

知があったものとみなす。  

第８条の２ ［略］ 

２  指定学校を変更する必要が生じた

児童生徒の在籍する学校の校長が、

その保護者に対して転学の案内をし

たときは、第１条の２の規定にかか

わらず、前項の規定による就学の通

知があつたものとみなす。  

（指定学校の変更）   （指定学校の変更）  

第９条 ［略］ 

２  ［略］ 

３  校長は、別表第２で定める指定学

校の変更事由に該当すると認める場

合は、第１項の副申を行うことがで

きる。ただし、次の各号に該当する場

合はこの限りでない。  

第９条 ［略］ 

２  ［略］  

３  学校長は、別表第２で定める指定

学校の変更事由に該当すると認める

場合は、第１項の副申を行なうこと

ができる。ただし、次の各号に該当す

る場合はこの限りでない。  



 

 

 (1)～ (3) ［略］  

４  ［略］ 

５  第 １ 項 の 願 い 出 を 受 け た 区 の 長

は、相当と認めるときは、保護者に所

定の就学校変更許可通知書を交付す

るとともに、就学を認めた学校の校

長に就学予定者の氏名等を通知する

ものとする。 

６  ［略］ 

 (1)～ (3) ［略］  

４  ［略］  

５  第 １ 項 の 願 い 出 を 受 け た 区 の 長

は、相当と認めるときは、保護者に就

学校変更許可通知書（様式第３号）を

交付するとともに、就学を認めた学

校の校長に就学予定者の氏名等を通

知するものとする。  

６  ［略］  

（区域外就学） （区域外就学） 

第 10条  ［略］  

２  ［略］ 

３  前項の願い出を受けた区の長は、

相当と認めるときは、あらかじめ児

童生徒の住所の存する市町村の教育

委員会に協議のうえ、保護者に所定

の区域外就学許可通知書を交付する

とともに、就学を認めた学校の校長

に就学予定者の氏名等を通知するも

のとする。 

４  ［略］ 

第 10条  ［略］  

２  ［略］  

３  前項の願い出を受けた区の長は、

相当と認めるときは、あらかじめ児

童生徒の住所の存する市町村の教育

委員会に協議のうえ、保護者に区域

外就学許可通知書（様式第４号）を交

付するとともに、就学を認めた学校

の校長に就学予定者の氏名等を通知

するものとする。 

４  ［略］  

（就学の猶予又は免除）  （就学の猶予又は免除）  

第 11条  ［略］  

２  区の長は、前項の願い出があった

ときは、就学を猶予又は免除するこ

との当否を判定し、その結果を保護

者及び校長に通知するものとする。  

３、４ ［略］ 

第 11条  ［略］  

２  区の長は、前項の願い出があつた

ときは、就学を猶予又は免除するこ

との当否を判定し、その結果を保護

者及び校長に通知するものとする。  

３、４ ［略］ 



 

 

（出席の督促等）  （出席の督促等） 

第 12条  ［略］  

２  ［略］ 

３  区の長は、前項の通知を受けたと

き、その他所轄地域に住所を有する

児童生徒の保護者が就学義務を怠っ

ていると認められるときは保護者に

対し当該児童生徒の就学又は出席を

督促するものとする。  

第 12条  ［略］  

２  ［略］  

３  区の長は、前項の通知を受けたと

き、その他所轄地域に住所を有する

児童生徒の保護者が就学義務を怠つ

ていると認められるときは保護者に

対し当該児童生徒の就学又は出席を

督促するものとする。  

（転学） （転学） 

第 13条  校長は、現に就学している児

童生徒が転居その他の事由によって

転学する場合は、次に掲げる事項を

記載した転（退）学届を保護者に提出

させるものとする。  

 (1) 保護者氏名 

 (2) 児童生徒の氏名、生年月日、保

護者との続柄及び現住所  

 (3) 転出予定日及び転出予定先住所  

 (4) 転出予定校（判明している場合

に限る。） 

 (5) 転（退）学事由  

２  校長は、転（退）学届が提出された

ときは、当該保護者に所定の在学証

明書を交付するものとする。  

３  ［略］ 

第 13条  校長は、現に就学している児

童生徒が転居その他の事由によつて

転学する場合は、保護者に転（退）学

届（様式第５号）を提出させるものと

する。 

２  校長は、転（退）学届が提出された

ときは、当該保護者に在学証明書（様

式第６号）を交付するものとする。  

３  ［略］  

 （就学時健康診断日等の通知）   （就学時健康診断日等の通知）  

第 16条  区の長は、前条の規定により 第 16条  区の長は、前条の規定により



 

 

作成した就学通知簿に基づき、所轄

地域に住所を有する就学予定児童の

保護者に対し、前条第１項に係るも

のについては 10月末日までに、前条

第２項に係るものについてはすみや

かに、所定の就学時健康診断のお知

らせをもって健康診断の日時、場所

及び実施の要領を通知するものとす

る。 

２  区の長は、第１項の規定により通

知した就学予定児童の氏名等を就学

通知簿をもって関係する小学校又は

義務教育学校の校長に通知しなけれ

ばならない。 

作成した就学通知簿に基づき、所轄

地域に住所を有する就学予定児童の

保護者に対し、前条第１項に係るも

のについては 10月末日までに、前条

第２項に係るものについてはすみや

かに、就学時健康診断のお知らせ（様

式第７号）をもつて健康診断の日時、

場所及び実施の要領を通知するもの

とする。 

２   区の長は、第１項の規定により

通知した就学予定児童の氏名等を就

学通知簿をもつて関係する小学校又

は義務教育学校の校長に通知しなけ

ればならない。 

（就学時健康診断の実施）  （就学時健康診断の実施）  

第 17条  ［略］  

２、３ ［略］ 

４  小 学 校 又 は 義 務 教 育 学 校 の 校 長

は、疾病その他やむを得ない事由に

よって、就学時の健康診断を受ける

ことのできない者に対しては、その

事由のなくなったのちすみやかに健

康診断を行わなければならない。  

第 17条  ［略］  

２、３ ［略］ 

４  小 学 校 又 は 義 務 教 育 学 校 の 校 長

は、疾病その他やむを得ない事由に

よつて、就学時の健康診断を受ける

ことのできない者に対しては、その

事由のなくなつたのちすみやかに健

康診断を行わなければならない。  

（健康診断票） （健康診断票）  

第 19条の２  小学校又は義務教育学校

の校長は、就学時の健康診断を行な

ったときは、就学時健康診断書を作

成しなければならない。  

第 19条の２  小学校又は義務教育学校

の校長は、就学時の健康診断を行な

つたときは、就学時健康診断書を作

成しなければならない。  



 

 

２  小 学 校 又 は 義 務 教 育 学 校 の 校 長

は、就学時の健康診断を受けた就学

予定児童が転出その他の事由により

当該学校に入学しなかったときは、

就学時健康診断票を当該児童の入学

する学校の校長に送付しなければな

らない。 

２  小 学 校 又 は 義 務 教 育 学 校 の 校 長

は、就学時の健康診断を受けた就学

予定児童が転出その他の事由により

当該学校に入学しなかつたときは、

就学時健康診断票を当該児童の入学

する学校の校長に送付しなければな

らない。 

第 21条  前条に規定するもののほか、

特別支援学校に就学すべき者の就学

については、次の各号による。  

(1) 区の長は、第４条の規定により、

学齢簿を編製するに当たって子女

のうち兵庫県立特別支援学校に就

学すべき者のあるときは、 12月末

日までに学齢簿の謄本を添えて兵

庫県教育委員会（以下「県委員会」

という。）に報告するものとする。 

(2)～ (4) ［略］  

第 21条  前条に規定するもののほか、

特別支援学校に就学すべき者の就学

については、次の各号による。  

(1) 区の長は、第４条の規定により、

学齢簿を編製するに当つて子女の

うち兵庫県立特別支援学校に就学

すべき者のあるときは、 12月末日

までに学齢簿の謄本を添えて兵庫

県教育委員会（以下「県委員会」と

いう。）に報告するものとする。  

(2)～ (4) ［略］  

 （書類の様式）  

第 24条  この規則に掲げる書類の様式

は、所管課長がそれぞれ定める。  

 

（施行の細目） （施行の細目） 

第 25条  この規則の施行に関して必要

な事項は、教育長が定める。  

第 24条  この規則の施行に関して必要

な事項は、教育長が、これを定める。 

様式第１号から様式第７号までを削る。  

（教育委員会職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部改正）  

第５条 教育委員会職員の勤務時間及び休暇に関する規則（昭和46年 12月教育委

員会規則第９号）の一部を次のように改正する。  



 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（特別の勤務に従事する職員の勤務

時間等） 

第 ３ 条  特 別 の 勤 務 に 従 事 す る 職 員

（神戸市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成６年 12月条例第 31

号。以下「条例」という。）第２条第

１項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員を除く。）の勤務時間、休憩

時間及び週休日（条例第３条（第２項

を除く。）及び第４条の規定に基づく

週休日をいう。以下同じ。）は、別表

１のとおりとする。  

（特別の勤務に従事する職員の勤務

時間等） 

第 ３ 条  特 別 の 勤 務 に 従 事 す る 職 員

（神戸市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成６年 12月条例第 31

号（以下「条例」という。）第２条第

１項に規定する再任用短時間勤務職

員（以下「再任用短時間勤務職員」と

いう。）を除く。）の勤務時間、休憩時

間及び週休日（条例第３条（第２項を

除く。）及び第４条の規定に基づく週

休日をいう。以下同じ。）は、別表１

のとおりとする。 

２  特別の勤務に従事する定年前再任

用短時間勤務職員の勤務時間、休憩

時間及び週休日は、別表２のとおり

とする。 

２  特別の勤務に従事する再任用短時

間勤務職員の勤務時間、休憩時間及

び週休日は、別表２のとおりとする。 

（学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行

規則の一部改正） 



 

 

第６条 神戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例施行規則（昭和57年９月教育委員会規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（趣旨） 

第１条  この規則は、神戸市立学校の

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例（昭和  

43年１月条例第41号。以下「条例」と

いう。）に基づき、神戸市立の幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校及び特別支援学校（以下「学校」

という。）の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師（以下「学校医等」とい

う。） の 公 務 災 害 補 償 の 手 続 き に 関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （趣旨） 

第１条  この規則は、神戸市立学校の

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例（昭和  

43年１月条例第41号。以下「条例」と

いう。）に基づき、神戸市立の幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校及び特別支援学校（以下「学校」

という。）の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師（以下「学校医等」とい

う。）の公務災害補償の手続等条例の

施行に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（青少年育成センター設置条例施行規則の一部改正） 

第７条 神戸市立青少年育成センター設置条例施行規則（令和２年３月教育委員

会規則第24号）の一部を次のように改正する。  



 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（入級手続き）  （入級手続き） 

第５条 ［略］ 

２  前項及び条例第４条第２項に規定

する申請書は、別記様式によるもの

とする。 

３  市立学校は、前項に規定する申請

書の提出を受けたときは、条例第４

条第１項に規定する者がセンターを

利用することについての校長の意見

及び次項に掲げる事項を記載した書

面を添付してセンターに送付しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

４  前項及び条例第４条第３項に規定

する書面に記載すべき事項は、次の

各号に定める事項とする。  

第５条  ［略］  

２  条例第４条第２項に規定する申請

書は、様式第１号によるものとする。 

 

３  神戸市立学校は、第１項に規定す

る申請書の提出を受けたときは、申

請者がセンターを利用することにつ

いての校長の意見及び次の各号に掲

げる事項を記載した書面を添付して

セ ン タ ー に 送 付 し な け れ ば な ら な

い。 

(1) 本人の様子 

(2) 出欠状況 

(3) 相談歴  

(4) その他特記事項  

４  条例第４条第５項に規定する通級

証明証は、様式第２号によるものと

する。 



 

 

(1) 本人の様子 

(2) 出欠状況 

(3) 相談歴  

(4) その他特記事項  

 様式第１号及び様式第２号を削る。  

附則の次に次の様式を加える。   



 

 

  

別記様式（第５条関係）  



 

 

附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 


